
研究活動スタート支援１ 

１ 研究目的、研究方法など 

本研究計画調書は「令和８（2026）年度研究活動スタート支援 審査区分表」の審査区分で審査される。記述に当たって

は、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（公募要領参照）を参考にすること。 

本研究の目的と方法などについて、３頁以内で記述すること。 

冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、(1)本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核

心をなす学術的「問い」、(2)本研究の目的及び学術的独自性と創造性、(3)関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ、

(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、(5)本研究の目的を達成するための準備状況、について

具体的かつ明確に記述すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ｓ－２２ 研究計画調書（添付ファイル項目） 

研究計画調書作成に当たって留意すること 

○本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること○ 

 

留意事項①： 

1. 以下の内容を熟読・理解の上、研究計画調書を作成すること。 

  科研費は、研究者の自由な発想に基づく全ての分野にわたる研究を格段に発展させることを目的とし、

豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究を支援します。 

  科研費では、応募者が自ら自由に課題設定を行うため、提案課題の学術的意義に加え、独自性や創造性が

重要な評価ポイントになります。このため、「基盤研究」、「若手研究」及び「研究活動スタート支援」の

研究計画調書様式では、学術の潮流や新たな展開などどのような「学術的背景」の下でどのような「学術的

『問い』」を設定したか、当該課題の「学術的独自性や創造性」、「着想に至った経緯」、「国内外の研究

動向と本研究の位置付け」はどのようなものか、などの記述を求めています。 

  審査においては、総合審査又は二段階書面審査における審査委員間の議論・意見交換等により研究課題

の核心を掴み、学術的な意義や独自性、創造性など学術的重要性を評価するとともに、実行可能性並びに研

究遂行能力も含めて総合的に判断します。 

  科研費に応募するに当たっては、上記に留意の上、公募要領や審査基準、様式の説明書き等を十分に確認

し、審査委員に学術的重要性等が適切に伝わるように研究計画調書を作成してください。 

 

留意事項②： 

1. 研究活動スタート支援審査区分表により、広い分野の委員構成で審査が行われることに留意

の上、研究計画調書を作成すること。 

 

留意事項③： 

1. 作成に当たっては、研究計画調書作成・記入要領を必ず確認すること。 

2. 本文は 11ポイント以上の大きさの文字等を使用すること。 

3. 各頁の上部のタイトルと指示書きは動かさないこと。 

4. 指示書きで定められた頁数は超えないこと。なお、空白の頁が生じても削除しないこと。 

 

○本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること○ 

 

 


